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（答弁）知事 大澤正明（当時）
１ 公文書は、行政機関が事務を行うための手段であるだけでなく、県の活動や歴史的
事実を正確に記録したものであり、後世において、当時の社会や経済等の状況を知る、
貴重な手がかりとなる側面も持っている。
２ 言い換えると、公文書は、行政機関だけが独占利用するものではなく、道路や橋な
どと同様に県民の共有財産であり、その中には、失われると二度と得られない貴重な
文化的、歴史的価値のある資料もある。
３ 歴史的事実の記録である公文書は、健全な民主主義の根幹を支える知的資源として、
県民が主体的に利用し得るものである。
４ 議員ご指摘のとおり、歴史的な価値がある公文書を適切に管理し、未来にしっかりと
引き継ぐため、公文書管理のきちんとした仕組みとして条例を制定したい。
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１ 群馬県公文書管理条例制定のきっかけ

（質問）議員 岸善一朗（当時）
歴史的な価値がある公文書を未来に引き継ぐために、条例を制定してはどうか。

県議会令和元年第２回定例会における一般質問にて

【参考】公文書等の管理に関する法律（通称：公文書管理法）
（地方公共団体の文書管理）
第34条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を
策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

赤城山の裾野



公布：令和２年３月２７日

施行：令和２年４月１日（一部施行）【公文書等管理委員会に関する規定のみ】

令和３年４月１日（全面施行）

条例下位規範の規則等に外部有識者の意見を取り入れるため、令和２
年度中に群馬県公文書等管理委員会を５回開催し、答申を得た上で規則
等を制定し、令和３年度からの全面施行に至った。
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２ 条例の公布・施行

３ 条例の実施機関
知事部局、企業局、病院局、議会、人事委員会、選挙管理委員会、

監査委員、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、

教育委員会、公安委員会、警察本部長、公立大学法人、住宅供給公社

草津



４

条
例
施
行
前
の
群
馬
県
の
公
文
書
管
理
制
度

現用文書（保存期間満了前） 非現用文書（保存期間満了後）

歴史的価値を有さない公文書

歴史的価値を有する公文書

【実施機関ごとの規程に基づく】

群馬県文書管理規程
群馬県教育委員会文書管理規程 等

≪法的な請求権を確立≫

群馬県情報公開条例
に基づく開示請求権

【文書館の内部規則に基づく】

文書館における文書の取扱いに関する要綱
文書館文書保存管理要領 等

≪権利性なし (県民サービスの一貫)≫
文書館の管理運営に関する規則
文書館における文書の取扱いに関する要綱 等

文
書
管
理

公
開
・
利
用
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廃棄

一部
収集

廃棄作業現場に文書館職員が立ち会い、
歴史的価値をその場で認知した文書のみ
収集し、文書館にて永年保存

審査請求や訴訟の対象外

期間満了各実施機関が管理 文書館が管理



５

条
例
施
行
後
の
群
馬
県
の
公
文
書
管
理
制
度

歴史的価値を有さない公文書

歴史的価値を有する公文書

群馬県公文書等の管理に関する条例

≪法的な請求権を確立≫

群馬県情報公開条例
に基づく開示請求権

≪法的な請求権を確立≫
公文書管理条例に基づく利用請求権

文
書
管
理

公
開
・
利
用
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廃棄

移管

条例施行規則（条例の細部を規定）

○○公文書管理規程（条例に基づく公文書管理を
行うため、各実施機関ごとの個別具体の業務内容

に応じて制定）

特定歴史公文書等の利用等に関する規則
（保存、利用、廃棄について規定）

特定歴史公文書として永年保存

各実施機関が管理 文書館が管理期間満了

現用文書（保存期間満了前） 非現用文書（保存期間満了後）



文書館は、廃棄簿冊の歴史的価値について、意見を発出する。実施機関は、次の業務を行う。
◯公文書の保存期間を設定（最長30年）
◯相互に関連する公文書を１つ（簿冊）にする。
◯保存期間前のできるだけ早い時期に、文書作成
所属が、「保存期間満了時の措置」を設定

保存期間満了時の措置の設定
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【第１章】総則［説明省略］
【第２章】公文書の管理（作成、整理、保存、移管又は廃棄）
【第３章】特定歴史公文書等の保存、利用等
【第４章】群馬県公文書等管理委員会
【第５章】雑則［説明省略］
【第６章】罰則［説明省略］
【附 則】［説明省略］

６ 条例の概要

文書館は、次の業務を行う。
◯文書館において永年保存
◯展示、見学会等による利用促進
◯県民による利用請求に対して、閲覧・写しの交付

文書館へ移管
（永年保存）

②整理

移管

廃棄

実施機関は、適切な場所や媒体で公文
書を保存する。

保存期間満了まで保存

④移管又は廃棄③保存

【第３章】特定歴史公文書等の保存、利用等

公文書等管理委員会は、次の諮問に対して答申する。
○規則や公文書管理規程の制定・改廃に係る実施機関からの諮問
○特定歴史公文書等の廃棄に係る文書館からの諮問
○特定歴史公文書等の利用請求に対する審査請求に係る知事からの諮問

【第４章】群馬県公文書等管理委員会

実施機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経緯
も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡
付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除
き、公文書管理規程（第十条第一項に規定する公文書管理規程をいう。）で定めると
ころにより、文書を作成しなければならない。

①作成

歴史公文書を
綴っていない簿冊

歴史公文書を
綴った簿冊

各
章
構
成

公
文
書
の
管
理

【
第
２
章
】

廃棄

特別の理由あり
（法令により廃棄しな
ければならないとされ
ている場合のみ）

特別の理由
なし

文書館の
歴史的価
値有りの
意見



【第１章】総則

【第２章】公文書の管理（①作成、②整理、③保存、④移管又は廃棄）

【第３章】特定歴史公文書等の保存、利用等

【第４章】群馬県公文書等管理委員会

【第５章】雑則

【第６章】罰則

【附 則】

６ 条例の概要（１）

各章構成
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６ 条例の概要（２）

第４条 実施機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該実施機
関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び
事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事
案が軽微なものである場合を除き、公文書管理規程（第十条第一項に規定す
る公文書管理規程をいう。）で定めるところにより、文書を作成しなければなら
ない。

①作成
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【第２章】公文書の管理



実施機関は、次の業務を行う。
◯公文書の保存期間を設定（最長30年）
◯相互に関連する公文書を１つ（簿冊）にする。
◯できるだけ早い時期に、文書作成所属が、「保存期間満了時の措置」を設定

保存期間満了時の措置の設定
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６ 条例の概要（３）

移管

廃棄
歴史公文書を

綴っていない簿冊

歴史公文書を
綴った簿冊

②整理

【第２章】公文書の管理



文書館は、廃棄簿冊の歴史的価値について、意見を発出する。

６ 条例の概要（４）

文書館へ移管
（特定歴史公文書
として永年保存）

実施機関は、適切な
場所や媒体で公文書
を保存する。

保存期間満了
まで保存

廃棄
特別の理由あり
（法令により廃棄しなければな
らないとされている場合のみ）

特別の理由なし

文書館の
歴史的価値
有りの意見
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【第２章】公文書の管理

③保存 ④移管又は廃棄

移管予定簿冊

廃棄予定簿冊
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６ 条例の概要（５）

文書館は、次の業務を行う。
◯文書館における特定歴史公文書等の永年保存
◯展示、見学会等による利用促進
◯県民による利用請求に対して、閲覧・写しの交付

【第３章】特定歴史公文書等の保存、利用等

公文書等管理委員会は、次の諮問に対して答申する。
○規則や公文書管理規程の制定・改廃に係る実施機関からの諮問
○特定歴史公文書等の廃棄に係る文書館からの諮問
○特定歴史公文書等の利用請求に対する審査請求に係る知事からの諮問

【第４章】群馬県公文書等管理委員会
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７ 条例の運用における課題

課題２

条例に対応した公文書管理システムの運用が必要不可欠であること

（理由）
公文書は、今後電子文書が主流となる。

↓
条例の運用には、電子文書を含めた公文書全体の管理・保管に加え、文書の

歴史的価値の評価選別等に対応したシステムが必要

※ 電子文書については、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針
（平成31年3月25日内閣総理大臣決定）」や、これまでの公文書管理フォーラム
等で扱われたとおり

課題１

文書作成所属が、保存期間満了時の措置を判断するため、職員の歴史的価値
に関する理解が必要不可欠であること

四万湖
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地方公共団体の公文書管理に関する定めが、条例である必然性は
ありません。公文書管理法も、「地方公共団体は、この法律の趣旨
にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策
定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と定めてい
るのみです。

しかし、公文書は、人々の知的共有財産で、民主主義の根幹を支
えるものです。現用文書と非現用文書によって、その差があるわけは
なく、前者を閲覧する法的権利が情報公開条例により広く確立されて
いるにもかかわらず、後者のそれが確立されていないのは、不自然
なことではないでしょうか。そのため、規則や訓令といった形式では
なく、条例形式での制定がふさわしいと考えます。

そして、公文書管理条例の制定は、現代から更に後世の人々へ、
歴史を記録し確実に伝えていくための下地作りと言っても過言ではあり
ません。その下地作りが、今まさに地方公共団体に求められていると
考えています。

８ まとめ

尾瀬


